
アスモ劇場レンタル規約（貸切イベント） 

                                  平成 25年 3月 11日現在 

                                   茂原商業開発株式会社 

 

 本規約はアスモ劇場を利用するにあたり利用者に対し茂原商業開発㈱が定めるもので、 

ご予約する際に同意した上でお申し込みいただけるようお願い申し上げます。 

 

① ご予約に関して 

予約受付は 6カ月先の応当する月末まで受付ます。 

予約は毎月平日の初日の午前 10時から開始します。アスモ事務局までお越しください。 

その時点で同日希望者が複数いらした際は、抽選とさせていただきます。 

予約の際には利用料金表にある基本料金の 20%以上をお支払いいただき予約が成立いたします。 

残金は利用後にオプション備品・サービスの代金と精算していただきます。 

お支払いは現金もしくは、アスモの商品券のみがご利用いただけます。 

予約状況の問い合わせは電話にてお答えいたしますが、電話やメールでの予約はお受けできません。 

 

② ご予約のキャンセルに関して 

予約のキャンセルはキャンセル料をいただきます。 

イベント開催予定日から 

1カ月前まで・・・・・・・・予約金の全額返却。 

10日前まで・・・・・・・・予約金の半額返却。 

5日前まで・・・・・・・・・予約金の 30%返却。4日前以降は返却できません。 

 

③ 利用料金に関して 

アスモ劇場では利用基本料金を 3つのプランで分けてあります。（料金表別紙参照） 

Ａプラン・・・講演会やセミナー（マイク 3本まで、照明は無色地明かりのみ） 

Ｂプラン・・・カラオケ・ダンスパフォーマンス等（再生音楽使用でフル照明） 

Ｃプラン・・・音楽コンサート（マイク回線必要分使用でフル照明） 

特殊照明・舞台効果・オペレーターは別料金（ピンスポット・スモーク・ムービング） 

 

④ 使用前の打ち合わせ 

ご予約終了後、本番当日の 1週間前までに劇場担当者との打ち合わせをしてください。 

打ち合わせにお越しいただく際には、タイムスケジュール、仕込み図等の資料を持参してください。 

実際にお越しいただくことができない場合は資料をメールに添付して送っていただき、電話での打ち

合わせでも結構です。付帯設備等の使用、特殊な演出は打ち合わせの際に必ず申し出てください。建

物・付帯設備・備品等の破損、紛失した場合は故意・過失にかかわらず、その事故に関しての全ての

損害を賠償していただきます。 

 

 

 

 



⑤ 利用時間は午前１０時から午後９時までとします。搬入、リハーサルのために早く入りたい場合は、 

午前８時より対応いたしますが、延長料金を負担願います。午後９時は終演時間ではなく、搬出まで 

すべて含んだ終了時間となります。またチケットの座席指定は原則として、認めません。 

全席自由席として販売してください。（指定する場合は届け出てください。） 

 

⑥ 物販に関して 

ステージ終了後にＣＤやグッズを販売する場合は事前に必ず届け出てください。 

長机、パイプイス等はご用意いたします。販売スタッフは利用者側で手配してください。 

手数料はいただきませんが、委託販売はお受けできません。 

 

⑦ 手荷物の保管に関して 

出演者の手荷物は本番舞台出演中は控室での保管となりますが、貴重品は各自で管理していただくよ

うにお願いいたします。アスモとしては紛失・盗難に関して一切責任は負いません。 

 

⑧ 貸切イベントで（ホール貸の場合）照明に外部オペレーターが入る場合のスモークマシン使用におけ

る茂原消防署への申請は主催者側で届け出てください。（禁止行為の解除承認申請書） 

書類はこちらで用意してあります。 

 

⑨ 例え演出の一部であろうと、ホール内での裸火の使用、喫煙などに関しては一切禁止とさせていただ

きます。 

 

⑩ お客様に怪我や危害を与えるような演出や行為があった場合、即時に公演の中止を命じることがあり

ます。また、もしそのような事が起こった場合の補償、責任は当事者同士で解決していただきます。 

そしてその後の利用はお断りさせていただくことがあります。 

 

⑪ 前売りチケットに関して 

公演日の１か月前よりインフォメーションでお預かりします。販売手数料として１０％いただきます。 

１か月以上前からの販売はできません。座席指定の場合は主催者側ですべて販売してください。 

指定席の販売はアスモとして取り扱うことはできません。 

 

⑫ 利用制限に関して 

下記のような場合には予約の取り消し、当劇場の使用をお断りさせていただきます。 

ａ.公の秩序、風俗を害すると判断されるとき。（極端な肌の露出など） 

ｂ.建物や付帯設備に破損する恐れがあると判断されたとき。 

ｃ.アスモの管理運営上に支障があるとき、あるいは支障が予測されるとき。 

ｄ.利用規約に基づく指示に従っていただけないとき。 

ｅ.予約時の利用条件と明らかに違ったとき、届け出た使用目的・内容を変更したとき。 

ｆ.利用の権利を譲渡したり、転借したとき。 

 以上のような内容で利用をお断りした際に利用者側に生じたいかなる損害も利用者側で処理していた

だき、当劇場は一切責任を負いません。 

 但し、天災等で利用が不可能になった際は別途相談に応じます。 

 


